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午前10時45分開会 

○立崎聡一委員長 ただいまから、総務経済委員会

を開会いたします。 

本日の委員会では、所管事務調査についてであり

ます。 

それではまず初めに、網走市地域公共交通計画に

ついて、理事者より説明を求めます。 

○秋葉孝博観光商工部次長 資料１－１号、網走市

地域公共交通計画（案）につきまして、説明をさせ

ていただきます。 

１ページを御覧ください。 

１－１、計画策定の目的ですが、地域公共交通

は、人口減少や、マイカー普及による利用者の減

少、運転手の高齢化、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響など、極めて厳しい状況にあります。 

地域公共交通を維持存続していくためには、交通

事業者、行政、市民、団体、企業など、地域全体が

課題を認識し、一体となった取組が必要です。 

また、国が関連する法律を改正し、地方公共団体

では、地域公共交通計画の策定が努力義務となった

ところです。 

こうした背景のもと、持続可能で地域に最適な交

通ネットワークの構築を目的に、本計画を策定しよ

うとするものでございます。 

１－２、計画の区域は市内全域です。 

１－３、計画期間は、令和３年度から令和７年度

までの５年間です。 

２ページを御覧ください。 

２－４、公共交通の課題整理ですが、公共交通の

利用状況、市民アンケート、市民との意見交換、公

共交通事業者のヒアリングなどから、課題を五つに
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整備をしています。 

一つ目は、利用の減少です。 

鉄道はこの40年間で、輸送密度が約５分の１に減

少、バスはこの30年間で、輸送人員が約５分の１に

減少、タクシーでも輸送人員が減少傾向にあり、今

後さらに減少が続くと予測されます。 

アンケート結果では、主な交通手段は「自分が運

転」が７割、「家族等が運転」が２割、合わせて約

９割、バス、タクシーを「めったに利用しない」と

答えた方は約８割、一方で、自動車の運転が困難に

なった場合に「バスを利用する」が５割、「タクシ

ーを利用する」が２割、合わせて約７割の方が公共

交通を利用したいとしています。 

また、運転免許返納者が増加傾向にあります。 

免許のない方は、免許保有者に比べ外出率が低い

傾向にあるため、運転免許返納後も変わらずに外出

が可能な公共交通の維持、構築が求められていま

す。 

二つ目は、効率的、効果的な公共交通です。 

利用減少の中、現在の公共交通網を維持すること

は困難と言えます。 

バスの利用調査では、市内路線は、朝夕は一定の

利用があるものの、昼間の利用は少ない状況にある

ほか、郊外線は利用の少ない状況が続いています。 

市民アンケートでは、バスの運行間隔や頻度、運

賃、バス停の待合環境について満足度は低い状況と

なっており、利用の少ない路線の廃止は、「困る」

が５割、「仕方がない」が４割、バスの小型化は

「仕方がない」が９割を超え、予約制の導入は「良

い」が４割、「困る」と「わからない」が、それぞ

れ約３割となっております。 

キャッシュレス決済など若い世代では、利用した

いとする声が多く聞かれますが、年齢が高くなるに

つれて、「利用しない」、「わからない」とする方

が増加傾向です。 

ＩＣＴを活用した公共交通の最適化や、新たなサ

ービスの提供などにより、利便性の向上を図るとと

もに、スマートフォンを持たない高齢者への対応が

求められています。 

１枚めくっていただき、３ページ、三つ目は観光

利用です。 

外国人の宿泊客数は、平成31年度は新型コロナウ

イルスの影響により減少に転じましたが、平成30年

度は過去最高を記録しています。 

また、網走市を訪れる方の交通手段は、飛行機が

22.9％、レンタカーが 16.8％、貸切りバスが

15.8％、鉄道が14.7％、都市間路線バスが7.2％と

なっています。 

地域利用の減少が見込まれる中、観光利用の増加

を図ることが重要であり、現状は大変厳しい状況に

ありますが、インバウンド対応を念頭に、多様な交

通手段を維持、確保しつつ、道内空港の一括民間委

託も契機に、利便性の高いストレスのない効率的な

公共交通の構築が求められています。 

四つ目は人材の確保です。 

交通事業者では慢性的な人手不足となっており、

運転手の平均年齢はバスでは50歳、タクシーでは62

歳と高齢化が進んでおり、計画的な人材確保が急務

となっております。 

五つ目は新型コロナウイルス感染症の拡大です。 

新型コロナウイルス感染症の拡大は大きな影響を

もたらしており、引き続き、感染拡大防止と利用促

進の両面から取組が必要となっています。 

次に、４ページ、３－１基本理念と基本方針で

す。 

こうした課題を踏まえまして、基本理念を『みん

なで創る地域公共交通の未来』としております。 

誰も経験したことのない大変厳しい時代を迎えて

いる中、「今は必要ないが、なくなると困る」で

は、公共交通は維持できません。 

交通事業者、行政、企業、団体、市民など、地域

全体が課題を認識し、それぞれが今できる行動に取

り組みながら、ともに地域公共交通について考え、

支え、未来を創出していくことが必要との考えによ

ります。 

この基本理念をもとに、五つの基本方針を記載の

とおり定めております。 

１枚めくっていただき、５ページを御覧くださ

い。 

初めに、基本方針１、地域にとって最適な公共交

通の推進では、公共交通の利用減少や、市街地、郊

外地など、地域特性を踏まえた効率的、効果的な交

通事業、既存資源の有効活用、新型コロナウイルス

感染症防止対策などを推進しながら、誰もが安全安

心に移動ができるよう、地域公共交通の維持、最適

化を図ります。 

次に、基本方針２、便利で快適な公共交通の推進

では、実証実験やＩＣＴの活用を通じて、公共交通

の効率化を図るほか、広域交通と市内交通、交通事

業者と市内事業者など、多様な連携の構築により、
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誰にとっても便利で快適な、地域公共交通を推進し

ます。 

次に、基本方針３、観光利用の推進では、交通と

観光の連携を図りながら、インバウンド対応、観光

客の受入れ、移動そのものが、体験観光となる取組

などを推進し、公共交通が持つ、安全・安心などの

優位性のＰＲに努め、観光客の地域公共交通の利用

を推進します。 

次に、基本方針４、公共交通の担い手の確保で

は、運転手などの自社養成、女性の活躍、職場環境

の向上、インターンシップの積極的な受入れなどを

推進します。 

次に、基本方針５、地域が支える公共交通の推進

では、移動がもたらす医療、教育、商業、観光、交

通安全、地域コミュニティー、環境など、多面的な

効果も含め、地域公共交通への理解と関心を深める

取組を進め、利用を推進します。 

次に、６ページ、３－２では、五つの基本方針に

基づく事業の概要、スケジュール、事業主体を示し

ております。 

また、国、道補助金、ふるさと納税制度などの活

用により、必要な資金確保に努めます。 

初めに、基本方針１、①ではＪＲ北海道のアクシ

ョンプランに基づき、鉄路の維持・存続に向けて取

り組みます。 

なお、アクションプランの期間が、令和５年度ま

でとなっており、総括的な検証が予定されているた

め、令和６年以降は点線としています。 

②では、バスとタクシーの運行について、効率

的・効果的を念頭に検討を進め、必要に応じて随時

見直しを図ります。 

③交通空白地の解消と手法の検討では、コミュニ

ティバス、乗り合いタクシーの課題整備のほか、他

の交通手段も検討しながら、最適化を推進します。 

また、乗り合いタクシーの拡充や、自家用有償旅

客運送など新しい交通手段の可能性を検討します。 

④では、利用者目線に立った環境改善を推進しま

す。 

１枚めくっていただき、７ページ、⑤郊外線の維

持では、必要な見直しを進めながら、高校への通学

などに支障を来たさないよう、維持に努めます。 

⑥患者送迎バスでは、利用者の減少を踏まえ、デ

マンド化なども含めた効率的な運行を検討します。 

⑦スクールバスでは、現状、一定の利用があるこ

とから、利用推移を見ながら利活用の検討を進めま

す。 

⑧運転免許の自主返納後も活発に活動可能な公共

交通の構築では、どこバス実証実験の中で進めてま

いります。 

⑨では、新北海道スタイルの推進とともに、安全

対策に努め、公共交通の安全・安心を推進します。 

次に８ページ、基本方針２、①「どこバス」実証

実験では、公共交通の効率化と便利で快適な交通体

系の構築を推進します。 

なお、令和４年に導入を検討する予定のため、令

和５年以降は点線としております。 

次に、どこバスに対する、病院、店舗での予約サ

ポートや、店舗のクーポン提供について、制度を検

討し実施します。 

次に、スマートフォンを持たない高齢者への対応

を図ります。 

次に、駅、バスターミナル、観光拠点の連携を図

り、シームレス交通と観光利用の検討を推進しま

す。 

②、③では、キャッシュレス決済や、バスロケー

ションシステムの導入拡大とＰＲに努めます。 

④では、公共交通のユニバーサルデザインを推進

します。 

１枚めくっていただき、９ページ、基本方針３、

①観光客の誘客と公共交通利用の促進では、女満別

空港の利用促進を図ります。 

次に、東北海道３空港をゲートウェイに各エリア

を鉄道、バスで移動する観光をＰＲし、利用促進を

図ります。 

次に、ＪＲ北海道アクションプランに基づき、観

光利用を推進します。 

次に、観光ＰＲでの公共交通の情報提供の充実を

図ります。 

②では、案内の多言語化など、インバウンド対策

を推進します。 

③では、体験型観光と公共交通の連携を推進しま

す。 

④では、どこバスの観光利用を検討します。 

次に、10ページ、⑤では、施設巡りバスなど、着

地型観光交通の利用を促進します。 

⑥では、空港、駅、バスターミナル、観光拠点な

どの連携を図りながら、ＭａａＳの研究を含め、シ

ームレス交通を推進します。 

⑦移動そのものが体験観光となる取組の推進で

は、流氷物語号のほか、観光列車の歓迎、企画につ
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いて検討し実施します。 

１枚めくっていただき、11ページ、基本方針４、

①では、運転手の自社養成を推進します。 

②では、女性運転手の雇用を促進します。 

③では、ソフト・ハード面から、働きやすい職場

環境を推進します。 

④では、積極的にインターンシップなど受入れを

行い、公共交通への理解促進を図ります。 

⑤では採用説明会の参加や開催により、人材の確

保を図ります。 

次に、12ページ基本方針５、①では、環境や健康

の観点から、マイカーから公共交通の利用が選択さ

れるよう、理解促進を図ります。 

②では、マイレール・マイバス運動の推進や、学

校授業での鉄道利用に対する運賃助成などにより、

公共交通を考える機会を創出します。 

③では、汽車遠足時の鉄道利用への運賃助成や、

全道大会に出場するスポーツ少年団へのバス助成な

どにより、子供たちが公共交通に親しむ機会を創出

します。 

④では、「どこバス」実証実験におけるサポート

企業・団体制度を検討します。 

⑤では、イベントでの公共交通のＰＲや、市民団

体による流氷物語号の運行、観光列車の歓迎などに

より、にぎわいを創出します。 

１枚めくっていただき、13ページ、３－３では、

基本方針ごとに、現在の取組状況を記載しておりま

す。 

基本方針１－１では、ＪＲ北海道の維持・存続問

題の取組状況を、１－２では、コミュニティバス西

山通り線、乗り合いタクシー二ツ岩線についての状

況を、14ページ、１－３では、交通事業者における

新型コロナウイルス感染防止対策の状況です。 

１枚めくっていただき、15ページ、基本方針２、

２－１では、本年度の「どこバス」実証実験の概要

について、記載をしております。 

乗車人数は８月から11月の４カ月間で959人、１

日平均は7.86人、また、利用者アンケートでは、

「路線バス」より「どこバス」が便利と答えた方が

85.2％、改善点としては、運行エリアの拡大を

44.1％の方が、次に、運行時間の拡大を29％の方が

挙げられています。 

次に16ページ、２－２では、バスロケーションシ

ステムについて、２－３では、キャッシュレス決済

の状況について記載をしております。 

１枚めくっていただき、17ページ、基本方針３、

３－１では、体験型観光と公共交通の連携として、

オホーツク・シー・トゥー・サミットについて、３

－２では、着地型観光交通として、「冬の網走まる

わかりバス」などについて、18ページ、３－３移動

そのものが体験観光では、流氷物語号について記載

をしております。 

次に、その下、基本方針４では、合同採用説明会

などについて記載をしております。 

１枚めくっていただき、19ページ、基本方針５で

は、広報活動や子供たちが公共交通に親しむ機会の

創出、イベントでのＰＲ、ザ・ロイヤル・エクスプ

レスの北海道クルーズが開催されました、「海岸で

手を振ろうイベント」について記載をしておりま

す。 

次に、20ページ、４、計画の目標と進行管理、４

－１計画の目標ですが、基本理念を実現するため、

五つの基本方針に沿った目標をそれぞれ設定し、各

事業の取組を進め、その進捗状況や達成度を図って

いきます。 

１枚めくっていただき、21ページは、本計画と持

続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の関連を記載してお

ります。 

次に22ページ、基本方針１の目標です。 

計画期間が令和３年度から令和７年度までの５年

間ですので、目標は令和７年度となります。 

初めに、路線バスの利用者数ですが、平成31年の

利用者数、75万6,945人を維持することを目標とし

ています。 

次に、路線バスの満足度ですが、平成31年の市民

アンケートでの「満足」と、「やや満足」を合算し

た割合19.6％を基準に、目標値を10％改善の30％と

します。 

アンケート調査は、中間の令和５年にも実施を予

定しています。 

次に、網走駅の乗車人員ですが、目標は平成31年

の利用者数、１日当たり315人を維持することとし

ております。 

次に公共交通への公的資金投入額の総額ですが、

平成31年度の投入額、国、道、市、町を含めた総額

7,280万1,000円を維持することを目標としていま

す。 

次に、公的資金が投入されている公共交通の収支

額ですが、平成31年度の収支額、マイナス1,656万

2,000円を維持することを目標としています。 
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１枚めくっていただき、23ページ、地域内フィー

ダー系統の利用者数、これは西山通り線のコミュニ

ティバスの利用者数です。 

新型コロナウイルスの影響により、既に利用の減

少が見られますが、平成31年、利用者数9,096人を

維持することを目標としています。 

次に、24ページ、基本方針２の目標です。 

初めに、「どこバス」の導入検討です。 

本年度を含め実証実験を３年間実施し、３年目と

なる令和４年に本格的な導入を検討することとして

います。 

次に、「どこバス」実証実験の利用者総数です

が、初年度の959人に対し、約４倍の4,000人を目標

としています。 

次に、どこバス実証実験のサポート事業者数です

が、10社を目標としています。 

次に、キャッシュレス決済の利用件数ですが、平

成31年度の実績2,929件は、半年間の利用になって

いますので、これを通年ベースとし、約２倍の

5,857件を目標としています。 

１枚めくっていただき、25ページ、基本方針３の

目標です。 

初めに、市内宿泊者数ですが、市の観光振興計画

の目標が、令和５年に46万人となっていることか

ら、令和７年の目標値をこれに合わせております。 

次に、着地型観光交通の利用者数ですが、平成31

年の観光客向け企画バス及び観光貸切ハイヤーの利

用者の合計５万7,362人を維持することを目標とし

ています。 

次に、26ページ、基本方針４の目標です。 

バス・タクシー運転手の自社養成者数は、31年度

の６人を維持することを目標としています。 

次に、インターンシップなどの受入者数ですが、

近年実績はありませんが、５人を目標としておりま

す。 

１枚めくっていただき、27ページ、基本方針５の

目標です。 

初めに、授業、汽車遠足など公共交通を利用した

人数は、平成31年度の利用者数812人を維持するこ

とを目標としています。 

次に、公共交通に関するイベントでの参加人数

は、平成31年度の参加人数600人を維持することを

目標としています。 

次に28ページ、計画の進行管理では、網走市地域

公共交通活性化協議会におきまして、ＰＤＣＡサイ

クルにより毎年事業の進捗状況、目標の達成状況な

どを確認、授業効果や手段の妥当性について評価検

証し、必要に応じて本計画の見直しを行います。 

なお、評価検証に当たりましては、新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響を考慮することとしており

ます。 

１枚めくっていただきまして、29ページから31ペ

ージは計画策定の経過を記載しております。 

30ページの下段を御覧ください。 

今後のスケジュールですが、１月下旬、協議会に

おきまして計画案を決定し、２月にパブリックコメ

ントを実施、３月下旬には協議会におきまして、パ

ブリックコメントへの対応を協議し、地域公共交通

計画を決定してまいります。 

32ページは協議会の委員名簿、33ページ以降は用

語説明を記載しております。 

次に、別冊の資料１－２、本計画の策定に当たっ

ての資料をまとめたものです。 

説明は項目のみとさせていただきますので、御了

承願います。 

１ページから10ページまで、本計画の上位計画と

関連計画について整理をしたもので、それぞれの計

画における公共交通に関する施策をまとめたもので

す。 

次に、11ページから22ページまでは、地域特性を

まとめたものです。 

17ページを御覧ください。 

自動車の保有台数の推移をまとめたものです。 

その右、18ページが自動車運転免許の自主返納件

数の推移をまとめたもので、70歳代、80歳代での増

加が見られています。 

次に、19ページが宿泊客数と外国人宿泊客数をま

とめたもので、20ページが観光客の移動手段をまと

めたものです。 

次に、23ページから39ページまでは、公共交通の

概要です。 

23ページを御覧ください。 

石北本線、釧網本線の輸送密度の推移になりま

す。 

28ページを御覧ください。 

上段が路線バスの利用者数の推移です。 

次に、29ページを御覧ください。 

路線バスの時間帯別利用者数です。 

朝、それから夕方にピークがあることがわかりま

す。 
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34ページを御覧ください。 

スクールバスの利用者推移です。 

近年では、平成31年度は、利用が最も多い状況と

なっております。 

１枚めくっていただき、35ページ、それから36ペ

ージが患者送迎車の利用者推移、１枚めくっていた

だき、37ページが福祉バスの利用者推移、38ページ

がタクシーの利用者推移と月別の状況です。 

１枚めくっていただき、39ページ、バス・タクシ

ーの運転手の年齢層、それから性別をまとめたもの

です。 

40ページから49ページが、北海道が実施したパー

ソントリップ調査をまとめたものです。 

42ページの下段を御覧ください。 

運転免許がない方は外出率が低く、免許のある方

は外出率が高い状況がわかります。 

45ページを御覧ください。 

棒グラフが移動の状況を示し、折れ線グラフはバ

スの便数を示しています。 

中央の赤く囲った箇所ですが、12時から16時の

間、移動が少ない状況に対して、バスの便数が多

く、乖離が見られています。 

そのほか50ページから77ページは、昨年実施しま

した市民アンケートの結果をまとめたものです。 

78ページから85ページ、本年実施しました、大学

生、高校生アンケートの結果をまとめたものです。 

以降86ページから95ページは、郊外線の乗降調査

及びアンケート結果をまとめたものです。 

96ページから103ページは、患者送迎車の乗降調

査及びアンケート結果をまとめたものです。 

説明は以上です。 

○立崎聡一委員長 ただいまの説明で質疑等ござい

ますでしょうか。 

○川原田英世委員 説明を頂きまして、内容は理解

をいたしました。 

この計画策定に向けて、これまで取り組んでこら

れていたのもありますし、３月下旬には案が抜ける

ということで説明を受けたところです。 

高齢化社会であるがゆえに、大変重要な課題だと

いうふうに思っていますが、何点か気になるところ

があるので伺いたいと思いますが、まず初めに、そ

もそもの課題の部分で１点伺いたいのですが、効率

的な上とかで、免許の返納についての部分がありま

して、やっぱり進んできているのだなというのは認

識としてあります。 

そこで、どのように考えているのかという部分が

課題として出てきていますけれども、僕は免許の返

納っていうのは、できる人がするわけであって、免

許を返納したくても公共交通がなくてできないとい

う人が相当多いというほうが、現実的な課題だと思

っていて、そこが何か抜けているような気がするの

ですけれども、その点についてどのようにお考えな

のかお伺いしたいと思います。 

○秋葉孝博観光商工部次長 今、委員おっしゃると

おりですね、したくてもできないというお話は、今

回どこバスの実証実験の意見交換の中でも、そうし

た意見ですとか、アンケートの中の自由欄によく記

載のある意見です。 

まず初めにですね、公共交通自体が現状としては

大変厳しい、維持・存続の状況にある中ですね、ど

うやってこの公共交通を維持していくかというのが

課題で、計画に沿ってこれから進んでいくわけです

が、今おっしゃっている面については、まず公共交

通を維持すると。 

ただ、現状の維持ではやはりなかなか、バス停へ

の距離ですとか、移動がなかなかできないというお

話がありますので、本年度からどこバスということ

で、停留所をもっと家の近くにおけないかというこ

とも加味しながらやっているのですけれども、まず

こういったものを実証実験しながらですね、方向的

にはこの市外地を、そのエリアをですね、どこバス

によって公共交通網を維持できればですね、やっぱ

り運転が高齢で怖いので、できれば手放したいと。 

そうしたことにつながるようなことを考えていま

す。 

公共交通と言っても、商工労働課だけが行うわけ

ではありませんので、まず私どものほうとしては、

そうした何とか高齢者向けにもですね、公共交通を

いい方向で維持をしていきたいと、形を変えながら

ですね、そうした方向で進めながらですね、そうし

た要望には応えていきたいという、そういうふうに

考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

やっぱり免許を返納したくても返せないというの

は、やっぱり郊外の方で、公共交通には状況がちょ

っとよくなくてという方が多いのだというふうに思

います。 

アンケートにも出たということですけれども、や

っぱり返すに返せないですね。 

それで無理してでも運転しているという方が、非
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常に危ないなというふうに思うこともよくあります

し、特にやっぱり郊外に行けば多いのだというふう

に思います。 

やっぱりそこで重要なのが、どこバスという一つ

の取組、実証実験しているのは、これはすごく、そ

ういった方にとっては有効だと思いますので、本格

実施がまだこれから先で、もう少し検討を重ねてい

るということですけれども、意見にもあったよう

に、できるだけ早い段階で広範囲に実施していくと

いうような取組を急いでいくべきなのではないのか

なというふうに思いますので、そこは意見ですけれ

ども、そういった課題を、ぜひ受けていただきたい

なというふうに思います。 

それと、次にもう１点伺いたいのですか、22ペー

ジにそれぞれの目標があるのですが、その中でちょ

っと何点か伺いたいと思っています。 

まず、基本方針１の22ページの１のですね、一番

初めの路線バスの利用者数、平成31年の数字を５年

後、令和７年も維持するのだということなのですけ

れども、これが維持されて、この事業は黒字になる

という見込みになるのでしょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 委員の質問に対して

は、それは維持、赤字という状況です。 

黒字にするというのは、地方の公共交通でいく

と、まず不可能と言いますか、かなり困難なことだ

というふうに認識をしております。 

今回、目標設定にあたりましては、やはり現状と

してですね、コロナの影響で相当利用者数が落ちて

しまっていて、本来ですと上向きにして収支の改善

というのは、当然そういうことを目指していくので

すけれども、これは交通事業者の皆さんとも意見交

換をして、設定をした数字になっていまして、現状

としては、やはり今の数字が悪過ぎるものですか

ら、何とか、当然早く回復できればですね、そこか

らプラスの目標数値というのを設定していく、これ

は毎年皆さんと意見交換をしていきますので、基本

的には、今５年先は現状維持ですけれども、１日も

早く、１年も早くですね、コロナの状況を脱してで

すね、まずはそこにたどり着いて、協議会の皆さん

と目標がもし戻るようなことがあればですね、さら

に上向きな目標を、それは協議会の中で毎年検証し

ていきたいと考えております。 

○川原田英世委員 経過を見ながら協議会の中で、

毎年議論をしていくのだということで理解しまし

た。 

路線バスの運営、事業者も、ほかの事業で黒字の

部分を何とか捻出しながら、この路線バスの維持に

努めていただいているということもありますけれど

も、やっぱりコロナで、そのほかの事業もかなり厳

しいということにもなれば、やっぱり相当今、悩ん

で苦しい思いをされているのだろうなというふうに

思います。 

そういった中で、この下に公共交通への公的資金

投入額の総額ということも、これも横並びで郊外路

線の投入額が記載されているのですけれども、地域

で悩んでいるところがたくさんあると思うのです

が、路線バスの維持についても、公的資金の投入と

いうものが、将来的にはあるのではないかなと僕は

思っていたのですけれども、この計画ではそういう

ことは考えていないということで認識していいので

しょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 将来的なことに対して

はですね、今こういう予定というのは申し上げられ

ないということは、ちょっと御理解をいただきたい

ですが、この目標につきましては、この計画に対し

て国のほうでガイドラインが設定されていまして、

その中で必須的にこうしたものを記載しなさいとい

う、ガイドラインによる指示があります。 

ただ、現状として、公的資金では当然、コロナの

関係でバスへの支援、これまで補正をいただいてや

っていますし、ここで収まるというような状況に

は、今現状はないというふうに認識をしています。 

ただ、目標値ですので、これは交通事業者さんと

もですね、支援をしないのだということではなくで

すね、ガイドラインに沿ってそういう項目を上げな

さいということで、逆にこの公的資金が増えていく

という目標値や行政が作る計画としてはですね、な

かなかそういったことにもならないものですから、

そうした事情も事業者の方には説明をさせていただ

いて、現状として、維持として載せさせていただい

ているという状況でございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

なかなか厳しい状況だなということで理解しまし

た。 

それともう一つ厳しいなという状況でこの数字を

見ているのが、網走駅の乗車人数です。 

バス転換の基準の大きく下回っている状況で、目

標としてもそれを大きく下回るという目標が設定さ

れているというのはちょっと計画としても、バス転

換せざるを得ないというような、計画の内容になっ
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てしまうような数字の見立てになってしまうのです

けれども、その点どのように考えているのか伺いま

す。 

○秋葉孝博観光商工部次長 今、委員がおっしゃっ

ているのは、資料の23ページのほうに、経過も含め

てバス転換のラインとですね、需要がどんどん減っ

ているという状況をお示しさせていただいておりま

す。 

基本的にＪＲ北海道問題につきましては、北海

道、それから沿線自治体の中で、ＪＲ北海道アクシ

ョンプラン実行委員会というのを組織をしまして、

その中で国に対するＰＲも当然あるのですが、全体

としてＪＲ北海道の利用者人員をですね、現状を維

持するという目標を掲げて行っております。 

今、委員がおっしゃるとおり、もう既にバス転換

の議論が始まっていなければならないというのは、

数字的にはそういう状況なのですが、そこは北海道

の地域特性がありますので、これについてはそもそ

もですね、鉄道自体が国鉄時代からもうそれを下回

っているということですから、そうした中でも北海

道には、主要な鉄道はやっぱり必要だということ

で、今全道的な取組を踏まえて、沿線自治体での取

組をしておりますので、その目標につきましては、

全道的に鉄道を維持していこうという目標と同じ数

字をおいていますので、そうした意味で御理解をい

ただければと思います。 

○川原田英世委員 わかりました。 

これも大変厳しいですけれども、やっぱりこれは

僕は計画としては増やしていくのだというような取

組があって初めてだと。人口減少等があるので、下

向きに自然としてはなっていくのだけれども、維持

したいというのもわかりますけれども、それにもプ

ラスしてですね、増やしていくのだというような計

画がそもそもなくては、上向いていくものも上向い

ていかないですので、そこはぜひ、これから具体的

なものをしっかりと詰めてつくっていっていただき

たいというふうに思います。 

それと最後に、毎年会議を今回行うというふうに

なっていますけれども、いつ頃行う、何月頃行って

いくのだというのはあるのでしょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 本協議会はですね、今

年は計画策定があったので、相当回数を開いている

のですが、例年でいきますと、６月、それから１月

の末程度、年２回開催をしています。 

決算の数値とか利用者数が出るのが、どの時期か

というのとですね、本計画については、ガイドライ

ンが全部でききっていないというのですか、昨年の

11月末にようやく法律が施行されましたので、まだ

はっきりしないところも多々ありますので、そうい

うことも踏まえながら、適宜開催をしたいと思いま

す。 

今、その検証をどちらの式でやるかまでは、今の

ところまだこれから検討していきたいと考えていま

す。 

○川原田英世委員 わかりました。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○松浦敏司委員 よく調査をして、大変な資料を頂

きました。 

ちょっと気になったのがですね、１－２の資料

で、時間帯別の状況ということで、次長から、お昼

の時間帯が、バスの便数と稼働状況に乖離が見られ

ると。 

やはり、それはもうそのとおり、私もバスを見て

いてそう思います。 

一方では、朝の通学時間というのは、これはもう

このコロナの時期に過密な状況で、バスいっぱいに

生徒たちが乗ってくると、そういう状況も見て、私

なんかはコロナの感染を心配するほどびっしり乗っ

ているというような状況で、この辺、今後工夫もし

なければならないのだろうなと思うのですが、一方

でどこバスが実施されて、利用している人は非常に

喜んでいます。 

このどこバスは、通常の昼間のバスの便と、稼働

の状況に乖離があるというのですけれども、どこバ

スについての利用状況というのは、この時間帯はど

んな状況か、もしわかれば伺いたいのですが。 

○秋葉孝博観光商工部次長 この差をですね、この

乖離を何とか埋めようということで、どこバスの実

証実験をやっていますが、現在は10時から４時まで

の時間ということで、そもそもその利用の少ない時

間帯を効率良くできないかという課題に取り組むた

めにやっております。 

今の、今年の事業で、そこまでのちょっと分析が

できるか手元にはありませんが、時間帯別でこの時

間というよりはですね、基本的にはやっぱり利用の

少ない時間帯、午前中より午後にかけて利用が少な

いという経過は出ていますが、ただいま詳しくその

辺、時間帯別の分析というのは、今現状は持ち合わ

せていない状況です。 

○松浦敏司委員 それはわかりました。 
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それで、これからもどこバスについては、実証実

験をしていくのだろうと思うのですけれども、私な

んかは利用者に聞くと、今動いているのは、高台地

域だけなものですから、利用をするという点では、

買い物に行くとか、そういった特定の病院に行くと

かっていうのはあるのですけれども、やはり町なか

や川向の厚生病院や、そういったところも含めて、

利用したいというような声も結構出ているというよ

うなことで、今後どういう計画を持っているか、現

時点ではわからないのですが、そんなことも今後含

めて、どこバスを運営していくといいますか、実証

実験していくというふうに捉えていいのか伺いま

す。 

○秋葉孝博観光商工部次長 先ほど利用者の声も御

説明させていただきましたが、そういったことも踏

まえまして、ただいま検討中です。 

これ以上は、実施については、現在、コメントで

きませんので、御了承願いたいと思います。 

○松浦敏司委員 公共交通ですから、やっぱり市民

の足を確保するという点で非常に重要だし、かとい

って、経営的には非常にペイしない、だから国や、

あるいは地方自治体が支援するということを求めら

れているというふうに思いますから、その辺ぜひし

っかりと認識しながら今後進めていっていただきた

いということで、私からは以上です。 

○立崎聡一委員長 他に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、この件につきましてはよろしいでしょ

うか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

○立崎聡一委員長 次に、網走刑務所用地の使用許

可の公募についての説明を求めます。 

○前田関羽観光商工部参事 資料２号を御覧願いま

す。 

網走刑務所用地の使用許可の公募について御説明

申し上げます。 

１、経緯及び今後の予定ですが、網走刑務所は、

市内に広大な農地や森林を有しているところ、近年

受刑者の減少により、十分に活用されていない状況

にありました。 

市では、これらの資源を有効に活用するため、国

や関係機関と協議を進めてまいりました。 

主な動きは記載のとおりでございます。 

昨年11月から12月、網走刑務所において用地等の

使用許可の公募が行われましたところ、網走市リエ

ントリー委員会から企画提案書を提出し、現在、国

による書面審査が行われております。 

本年３月１日に、事業者として決定されました

ら、来年度４月から事業を開始することとなりま

す。 

２、リエントリー委員会の構成につきましては、

記載のとおりでございます。 

このうち、現時点の事業企画においては、令和３

年度当初から具体的に事業展開を予定しているの

は、日本体育大学附属高等支援学校と、金印アグリ

株式会社の２社となっております。 

次のページを御覧ください。 

３、企画提案書の概要ですが、１、（１）目的

は、再犯防止と地域活性化を通じた誰一人取り残さ

ない社会づくりでございます。 

（２）農作業の取組は、金印アグリ株式会社によ

る、約10ヘクタールの畑での西洋わさび栽培と、日

本体育大学附属高等支援学校による、約１ヘクター

ルの畑でのブドウ栽培となっております。 

（３）再犯防止に関する取組では、金印アグリ株

式会社、及び日本体育大学附属高等支援学校から、

網走刑務所の受刑者等に対し、農作業の委託、出前

授業、収穫物の提供を行うこととしております。 

４、費用、役割分担ですが、まず、（１）基本的

な考え方として、各事業について、委員会構成員が

各事業を行うにつき必要な経費、費用については、

その各構成員が負担することとしております。 

ただし、共通の経費が発生する場合は、委員会に

おいて協議し、分担を決定することとしておりま

す。 

（２）市の支援としましては、リエントリー委員

会の事務局として、主に運営に携わるほか、補助金

等の支援について、今後、事業の内容、公益性に照

らして検討していきたいと考えております。 

（３）法務省との協力連携としましては、農作業

実習等において、受刑者等に社会貢献作業または職

業訓練、刑務作業の機械等を提供することで、再犯

防止の推進を図ることとしております。 

説明は以上です。 

○立崎聡一委員長 ただいまの説明で、質疑等ござ

いますでしょうか。 

○松浦敏司委員 そもそものこの事業の始まりとい

うのは、法務省が主催して、刑務所の用地を有効に

利用したいというようなことで始まったのかなとい
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うふうに思うのですが、そんな認識でよかったでし

ょうか。 

○前田関羽観光商工部参事 資料に記載させていた

だきました、１、経緯及び今後の予定では、平成30

年10月の法務省主催の協議会において協議開始とな

っているところでございますけれども、これが何と

いうか、本当にそこから急に始まったというわけで

はなく、それ以前から、地域の方から、市から、あ

るいは国のほうから、網走刑務所の用地、資源等を

活用して、有効な取組ができないのかという内々の

相談は受けていたところでございます。 

それを具体的に、本格的に法律に照らして、それ

ぞれの事情に照らして、具体化できるためにどんな

方法があるか、クリアしなければならない課題は何

かということを、技術協議といいますか、課題点の

整理として本格的に始まったのが、この平成30年の

10月からということになっております。 

ですので、例えば刑務所側から、この用地を活用

していただけませんかという、そういう申し出があ

って始まったというよりは、地域から、国のほうか

らそれぞれの何といいますか、実現したい課題があ

りまして、その協議を進める中で進んできたという

経緯がございます。 

○松浦敏司委員 経緯についてはよくわかりまし

た。 

それで、次にですね、今のところ、二つの団体と

いいますか、日体大がブドウ栽培で１ヘクタールと

いうことで、金印アグリ株式会社については、これ

は西洋わさびをたくさん作るということですから、

これはそれで、目的はわかるのですが、日体大附属

高等支援学校のブドウ栽培というのは、どんな目的

で１ヘクタールをつくるということなのでしょう。 

○前田関羽観光商工部参事 個別の具体的な事業の

中の、日本体育大学附属高等支援学校のブドウ栽培

につきましては、これは見方によって異なるところ

ですけれども、主体となるその支援学校の方の思惑

としては、これは学校の生徒さんに対する授業の一

環として、ブドウの栽培を取り組むということがメ

インとなっております。 

ただ、この単純にその土地を活用して、生徒さん

をお連れして、ブドウを作り、そこでの体験をさせ

るということだけではなく、今回上げさせていただ

いたように、刑務所の中に入っている人たちとの協

業、それから、その他委員会に入っている方たち、

あるいは入っていない方たちも含めてですが、市に

いらっしゃる、その他のプレーヤーの方たちとの協

働を通じて、対生徒さんに関しては、地域とのつな

がりや、その活動を通じて、収穫体験を積む、それ

から、いろんな方たちと一緒に力を合わせて何か物

事を成し遂げるという教育的な価値を重視している

ところというふうに伺っております。 

○松浦敏司委員 生徒たちと、外に出て作業のでき

る受刑者と協力して、一つの仕事をやる、そういう

中で社会勉強になるとかという、それはある意味理

解できるわけです。 

そういう意味では、教育の一環として、日体大と

してはやるということは理解できました。 

それでもう一つちょっと気になるのは、最後のほ

うの４のところで、費用の役割分担というようなこ

とがありまして、委員会構成員が各事業を行うにつ

き、必要な費用については各構成員が負担する、こ

れを基本とするということでありますが、市の支援

ということで、事務局として協議会の運営、国への

申請等取りまとめを行うと、ここまではわかるので

すが、補助金等の支援については、事業の公益性に

照らして検討すると。 

つまり、何らかの形で市が補助金を出すというよ

うなことを考えているというふうに私は捉えたので

すが、そのように考えてよろしいですか。 

○前田関羽観光商工部参事 委員御指摘のとおり、

市の支援については、まずはその事務局としての支

援が、主になるところでございます。 

それから補助金等の支援につきましては、これ

は、来年度の予算との編成との絡みもございますの

で、現時点で、これこれ、こういうことを考えてい

ることをお話しできるところではないのですけれど

も、複数の事業者が集まって、再犯防止、それから

地域活性化、単に各事業者が個別に成し遂げたい目

標だけではなくて、全体として、公益につながるよ

うな事業を取り組むという性質に照らして、しかる

べき支援をしていくことが必要ではないかと原課と

しては考えているところでございます。 

○松浦敏司委員 いずれにしても、何らかの形で補

助金等を出すという点では、やはり市民の理解が得

られるような内容といいますか、そういったことが

求められているのだというふうに私は思いますの

で、より具体的な中身がわかってくるだろうという

ふうに思いますが、とりあえず、私のほうからは終

わりますが、今そのほかに三つ、オホーツク網走農

業協同組合とＷＩＮＤ－ＳＭＩＬＥ、森林組合とい
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うのが三つ、まだ、現時点では開始時期が未定とな

っていますが、これ見通し等はまだ立っていないの

でしょうか。 

○前田関羽観光商工部参事 こちらは国のほうが提

示した公募の内容との関係もあるのですけれども、

今次、昨年の11月から12月にかけて行われた国の公

募の中では、主に刑務所の用地、農業にこれから活

用できることが見込まれる、土地の使用許可の公募

という形でしたので、今回の事業内容についても、

ブドウ、わさびといったような、農業としての利用

が主な事業内容になっているところでございます。 

網走刑務所との連携の可能性につきましては、こ

の公募の内容だけに限ったものではなく、今後も刑

務所のほう、法務省のほうと協議を進めながら、展

開できることがあるのではないかということで、継

続的にやっていきたいと考えております。 

リエントリー委員会は、この公募に加えて今後、

展開されるであろう連携の可能性、新たな公募が国

により行われるということもあるのかもしれません

けれども、そうしたところで機動的に動けるように

ということで、今回このメンバーが構成員といって

はいながら、全員が全員、具体的に今回の公募の内

容で事業の内容を入れ込んでいるわけではないとい

うのは、そういった事情がございます。 

○松浦敏司委員 いずれにしてもこの場所というの

は、聞くところによると相当長い間放置といいます

か、されていたところで、相当、例えば金印のわさ

びを植える上でも、２年は最低でもかかるだろう

と。 

しかし、そういう意味では、３年目以降でなけれ

ば、具体的にものにならないというようなこともあ

ります。 

いずれにしても、２年ないし３年ぐらいは準備に

相当かかるというようなことになるだろうと思いま

す。 

ここで、５年が一つのスパンになっているのです

けれども、５年過ぎても当然、引き続き事業をやる

というふうでなければ、事業やるところにとって

は、収益が上がらないというふうなこともあるの

で、その辺も含めて可能だというふうに考えてよろ

しいですね。 

○前田関羽観光商工部参事 今回の事業の企画、提

案、案件の組成に関しましては、持続可能性という

ものは、当初からかなり力を入れて、事業者の皆様

と協議を進めさせていただいたところでございま

す。 

収益がいかほど得られるのかというのも、その中

で一つ大きな役割を占める案件ですので、特に、金

印アグリ様とは協議を進めさせていただいていたと

ころです。 

委員おっしゃるとおり、すぐに来年度からでも農

地として活用できるような状況にはないということ

で、資料内にも書かせていただきましたが、わさび

であったりブドウであったりの定植時期は、令和５

年、あるいは令和４年というふうになっておりまし

て、来年度、場合によっては、次の年度も含めて準

備期間というのはある程度とることにはなっており

ます。 

収益につきましては、これは主に民間事業者さん

のお知恵をいただきながら、どのくらいであれば、

ある程度投資した分を回収できていくのかというこ

とは、相談しながらやっていただき、最終的には民

間の事業者さんのほうの判断で、これであれば、当

市に値する事業であろうということで、相談が整っ

た上で、事業を企画提案として全体をまとめている

ところではございます。 

それから、事業期間につきましては、一応形式上

は、網走刑務所側のほうで提示している公募の期間

が５年というふうになっているのですけれども、し

かるべき手続をとることで、プラス５年、事業継続

していくことは可能というふうになってございま

す。 

その10年の事業を続けていく中で、またいろいろ

と状況は変わってくるところはあるかと思いますの

で、そこは継続的に柔軟な判断が必要になっていく

ところはあるかとは考えておりますけれども、事業

者の皆様と相談させていただきながらやっていきた

いと思っております。 

○松浦敏司委員 とりあえずわかりました。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○川原田英世委員 私のほうからも、ちょっと何点

か伺いたいのですが、かねてから法務省、この網走

刑務所の土地の有効活用というのは、僕も何度か質

問させていただいてきましたので、方向性として

は、有効的に使えるものはということに有効的に使

うということでいいのではないかなと思っているの

ですが、しかしながら、先ほど松浦議員のところで

もあったように、企業が参入して、何か活用すると

いうことは、すなわちそれは、商売として成り立つ

かどうかとか、いろんな側面があるわけで、そうな
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ると、このリエントリー委員会の中にも、ある程度

のルールや公平性もあるのだろうというふうに思い

ますし、そこは先ほど若干説明をいただきました。 

その中でちょっといろいろ議論があったのですけ

れども、改めて確認したいことも含めて聞いていき

たいと思いますけれども、このリエントリー委員会

の構成に入っているこの団体は、公募で決めたので

すか。 

○前田関羽観光商工部参事 リエントリー委員会の

構成につきましては、まずその網走刑務所側から、

今次、公募が公告されて、世の中に対して、この用

地の使用許可について関心のある方を募集するとい

うことが昨年11月２日に公募が開始されたところで

ございます。 

この公募の開始を受けまして、網走市としては、

基本的には、刑務所側が行っている公募に対して、

１事業者が手を挙げたら、その１事業者だけが選択

され、後の方たちが出てきてもなかなか入れないと

いうことになってしまうことが懸念されていたとこ

ろです。 

実際それ以前の協議で、網走市内にも、今回委員

会を構成していただいている企業、団体ですけれど

も、複数関心のある事業者、かつそのバッティング

がしないような、共存可能な事業のアイデアを持っ

ている事業者さんたちがいらっしゃるということ

は、それ以前の事業の情報収集の中でも、判明して

いたところですので、これを取りまとめるために、

この網走刑務所の公募の期間中に、網走市として

も、市のホームページなどを活用させていただきま

して、公募といいますか、広く関心のある事業者を

募るということをやって、そこで何というか、参加

の申請のあった事業者がそのままリエントリー委員

会の構成員というふうになっているところでござい

ます。 

また、補足をしますと、事前の市内に関心のある

事業者がいるかどうかというのがあるために、令和

２年、昨年の１月から３月の間で、網走市におい

て、これは公募という言葉はふさわしくないかもし

れませんが、地域活性化、網走刑務所の用地等資源

を活用して、何かできるのではないかというアイデ

アをお持ちの方を広く募集したところでございま

す。 

ここで、参加の関心の表明というか、アイデアの

提出のあった事業者様にも今次公募にかけての委員

会構成の申請の際には、お声をかけさせていただい

たところでございます。 

○川原田英世委員 ホームページに掲載して声掛け

のあった部分と、以前にこの土地の活用について、

プロジェクトをお持ちの方に声をかけたということ

で、そういったお持ちの方は大体、５件ですけれど

も、全て入っているということになるのでしょう

か。 

○前田関羽観光商工部参事 今回の公募に向けての

市のホームページでの公募に際して申請のあった方

は、全て漏れなく入ってはおります。 

ただ、昨年の１月から３月にかけて、情報提供依

頼を実施した際には、実は今回の委員会の構成委員

のほかにも、複数事業者はあったのですけれども、

その時期から、コロナウイルス感染症の拡大の影響

などもありまして、関心は当時示したり、アイディ

アを提出したりした事業者様も、ちょっとこのタイ

ミングでは見送らせていただきたいというような声

があり、若干その際の応募のあった数からすると、

委員会の構成員の数としては減少しているところが

あります。 

○川原田英世委員 わかりました。 

今後、状況を見て、そういう方がここに参入す

る、市のリエントリー委員会に参画していくという

ことは可能なのでしょうか。 

○前田関羽観光商工部参事 手続としては、１回公

募の期間は締め切ってはいるのですけれども、今

後、市内、市外において、この事業の取組に対して

共感をしていただき、協力を申し出ていただけるよ

うな事業者の皆様、企業団体の方がいらっしゃれ

ば、その際に、委員会として、相談に応じさせてい

ただきたいと考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

いずれにしても有効的に活用ができればというふ

うに思うのですが、何せ刑務所というお土地柄もあ

りますので、いろいろと課題はあるのだろうなとい

うふうに思います。 

その中でもやっぱり一つと思うのは、取組のとこ

ろで、農作業の委託ってあるのですけども、受刑者

に農作業を委託すると、実際に育てていますから、

もちろん管理体制の元であるのでしょうけれども、

私の思っている課題は別で、委託費とかそういうも

のは支払うという形になるのでしょうか。 

○前田関羽観光商工部参事 こちらにつきまして

は、実際に作業の委託をする際に、刑務所側との協

議ということにはなります。 



- 13 -  

刑務所側にいろいろと作業をお願いする際にも、

パターンといいますか、枠が幾つかございまして、

例えば、社会貢献作業として、スポットで１日、２

日、こういった作業を行ってくださいというふうに

お願いする際には、基本的にはその作業の用具な

ど、実費に係るものの負担のみで、委託費などは発

生しないという方式が一つございます。 

これに対して、もう少しまとまった規模の１週間

とか２週間、１カ月など、ある程度まとまった規模

で作業をお願いする際には、刑務作業として、委託

費も発生するような形で、刑務所側に依頼するとい

うことが出てくることになります。 

これは、各自農作業をやっていく際に、必要性が

発生したときに、個別に対応するということにはな

っていくかと思いますけれども、そのあたりは、事

業者の個別の作業委託を希望する事業者の方と、刑

務所のほうの担当部署と協議の上で決定していくこ

とになります。 

○川原田英世委員 わかりました。 

そこは刑務所側があれなのですけれども、私も何

度か仕事を委託したり、刑務所と契約して仕事した

ことあるのですが、基準が非常に曖昧で、どこから

どこの線引きでと計画を立てづらいのですよね、事

業者側としては。 

そこは相談してしっかりとした明確な基準を設け

るようにしていかないと、参入する事業者は大変困

るというふうに思いますので、気をつけていただき

たいなというふうに思います。 

とりあえず以上です。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○石垣直樹委員 予算も通った事業で、そもそもこ

の所管事務調査になぜ上がったのかわからないです

けれども、このような資料が出てきたので、若干お

聞きさせていただきます。 

目的にある「誰一人取り残さない社会づくり」、

これは網走市の上位計画のどの部分から流れを受け

ての目的になるのですか。 

○前田関羽観光商工部参事 出典といいますか、一

番はですね、国連のほうで採択された、ＳＤＧｓ

2030アジェンダの中にある、「誰一人取り残さな

い」という文言から来ているところがございます。 

当然、網走市の上位計画、総合計画をはじめ、各

種計画の中にも、先ほどの公共交通計画もそうです

けれども、ＳＤＧｓの考え方を取り入れながらやっ

ているところでございます。 

今回のプロジェクトに関して、特に特記事項とし

て申し伝えますと、誰一人取り残さないというふう

な包摂性のあるプロジェクトを考えたときに、やは

り最も取り残されやすい方たちとして、罪を犯した

方、加害者とされるような方たちということがござ

いますので、そういった方たちであっても、取り残

さずに、協働して事業を展開していくということの

思いを込めて、今回目的の中では誰一人取り残さな

い社会ということを改めて掲げさせていただいてい

るところでございます。 

○石垣直樹委員 誰一人取り残さない社会づくりと

いうのは、本当にすばらしいと思うのですけれど

も、受刑者の再犯防止が目的に書かれております

が、これは、網走市の管轄外ではないのかなという

ふうに思うのですが、これはどのような考え方か

ら、ここに記載されているものなのでしょうか。 

教えてください。 

○前田関羽観光商工部参事 再犯の防止であると

か、犯罪者の改善更生ということにつきましては、

従来国の所管事項といいますか、法務省、矯正や更

生保護の仕事として、例えば刑務所、あるいは保護

観察所、あるいは司法裁判所の役割として認識され

てきたというところが、大きくはあるところと認識

しておりますけれども、平成28年度に再犯防止推進

法などの法律も施行され、国の役目である、再犯防

止あるいは罪を犯した方たちの包摂ということにつ

きましても、いろんな市や、地域や、企業団体、い

ろんな人たちを含めて、パートナーシップを築いた

上で当たっていくことが大切であるというふうに、

そういった考え方も発揮されていたところです。 

ただ一方で、再犯防止を市としてやっていただき

たい、企業としてやっていただきたいということ

も、なかなか理解をいただくのは難しいことかなと

は考えておりますけれども、今回、再犯防止だけが

目的というわけではなく、そういった考え方も踏ま

えて、いろんな人たちを取り残さずに、一緒に実り

をつくる、事業をすることで、そうした価値ある取

組に、邁進している地域としての、企業としての価

値を高めるということを、何といいますか、統合し

た目的をつくっているところがありますので、これ

は単純にこの再犯防止は国がやって、地域活性化は

ここがやってということで、切り分けられるもので

はなかなかないのかなというふうには考えておりま

す。 

なので、複数の目的を同時に達成するために複数
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の事業者や、市や国が力を合わせて、向かっていこ

うというのが、本計画の趣旨になっております。 

○石垣直樹委員 ちょっと、何とも言えませんが、

それでは市民にとって、公益にとって、どのように

つながっているのかなと考えたときに、地域の活性

化につながりますよというような答弁と目的の規定

がありますが、わさびをつくることと、ブドウをつ

くること、民間の企業が。 

これがどのように、地域活性化につながっていく

のか、将来像といいますか、目指しているところを

お聞きかせください。 

○前田関羽観光商工部参事 農作業の取組に特化し

てお答えさせていただきますと、例えば、西洋わさ

びにつきましては、わさびの加工工場が市内にあり

まして、原料の調達が当然必要になってくるのです

けれども、これを近年、必要な原料を、なるべく近

くから調達したいということではあるのですが、網

走市内のわさびの畑の量というのも年々減少してお

りまして、なかなか原料の確保が難しくなっている

ところがあると伺っております。 

そこで、ある種のモデルではないのですが、今ま

で使われていなかった刑務所の用地などを活用し

て、西洋わさびを栽培していくということで、地域

の農家さんにとっても、もう一つこれまで、使われ

ていなかったわけではないですが、新たに参入の見

込みのある作物として、わさびが栽培できるという

ことを示すということが一つあります。 

ブドウにつきましても、似たようなところはござ

いまして、現在網走市内で広くブドウが栽培されて

いるわけではないのですけれども、新たな土地で、

新たなプレーヤーを参入して、ブドウの栽培を示す

ことで、地域内農業の新たな品目の可能性を示すと

いうことで、農作業振興については、価値があるも

のと考えております。 

○石垣直樹委員 農作業の振興を刑務所の土地を利

用して図る、範を示すことで、地域活性化につなげ

たい、そこに再犯防止も含めた刑務所との協議を、

それが、最終的には誰一人残さない社会づくりにつ

ながっていくというような事業ということで捉えて

もよろしいですか。 

○前田関羽観光商工部参事 委員御指摘のとおり、

こちらのほうでも幾つか再犯防止、地域活性化、農

業振興など、様々なテーマを羅列させていただきま

したけれども、これらを同時的、複層的に達成する

ことを、今回の趣旨として考えております。 

○立崎聡一委員長 他に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なきようですので、この件につきましては、よろ

しいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、ここで昼食のため休憩したいと思いま

す。 

再開は、午後１時。 

午後０時03分休憩 

午後１時00分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

次に、新庁舎建設に係る進捗状況について、理事

者より説明を求めます。 

○日野智康庁舎整備推進室参事 それでは、新庁舎

建設に係る進捗状況について、御説明させていただ

きたいと思います。 

最初に、新庁舎建設基本・実施設計業務委託の関

係でございますが、資料３－１号を御覧いただきた

いと思います。 

基本・実施設計の受託事業者を決定するため、網

走市新庁舎建設基本・実施設計プロポーザル審査委

員会を設置いたしまして、副市長を筆頭に、外部委

員１名を含む７名の委員で審査を行っております。 

書類審査となる一次審査につきましては、提出期

限である10月22日までに、３社から参加表明がござ

いまして、３社全てを二次審査の対象といたしまし

た。 

二次審査につきましては、11月27日にプレゼンテ

ーション及びヒアリングを実施し、業務履行方針で

すとか、五つのテーマへの考え方の技術提案内容、

また参考見積りをもとに審査を行っております。 

この結果でございますけれども、最優秀提案者

を、株式会社ＮＴＴファシリティーズ北海道支店、

優秀提案者を、久米・道設監設計共同企業体とした

ところでございます。 

審査講評でございますが、最優秀提案者となりま

した、ＮＴＴファシリティーズ北海道支店は、本プ

ロジェクトへの取組体制のほか、グループ会社との

連携により、幅広い視点での提案が可能となるほ

か、市内にサテライトオフィスを設置し、事務担当

者を置くなど、実施方針や取組体制について高い評

価となりました。 

また、特定テーマに対する技術提案につきまして

も、基本構想を十分に理解した上で、当市の将来や

ＩＣＴの推進を見据えた、具体的な提案となってお



- 15 -  

り、確実な設計業務が期待できることから、最優秀

提案者として選定いたしました。 

優秀提案者を含めたその他の提案者からも、網走

市の地域特性を踏まえた独創的で優れた御提案をい

ただきましたが、総体的に最優秀提案者が高く評価

される結果でございました。 

次に、資料３－２号を御覧いただきたいと思いま

す。 

さきに御説明いたしました審査結果を踏まえまし

て、最優秀提案者と令和２年12月17日付けで契約を

締結いたしました。 

委託事業者は、株式会社ＮＴＴファシリティーズ

北海道支店。 

委託期間は、令和２年12月17日から令和４年３月

31日までとしております。 

また、契約金額につきましては、税込みで１億

4,410万円の契約金額としたところでございます。 

次に、基本・実施設計業務に取りかかるため、事

前に行っている各種調査の状況でございますが、資

料３－３号を御覧いただきたいと思います。 

最初に地質調査の結果でございます。 

建設予定敷地内５カ所で、50メートルの深さまで

ボーリング作業を実施いたしました。 

この結果、地盤の強度などを表す、Ｎ値の状況

や、孔内推移などの状況確認をしましたが、庁舎建

設に当たり、地盤改良を必要としない地質であると

いう結果でございました。 

あわせて、液状化危険度の判定につきましては、

液状化の危険性は低い、液状化の危険性はかなり低

いという結果でございますので、今後設計事業者と

基礎の形状などについて検討を進めてまいります。 

次に、資料３－４号を御覧いただきたいと思いま

す。 

交通量調査でございますが、現在の市役所、ま

た、新庁舎建設地近隣の交差点など、全７カ所で調

査を実施いたしました。 

信号の変化状況の把握ですとか、方向別の車両通

過状況の把握、また、赤信号時の車の滞留長などの

現況を把握いたしました。 

この結果につきましては、設計事業者に情報を提

供し、今後、駐車場の出入口や、庁舎玄関の設置場

所などの検討に活用していくとともに、道路管理

者、警察との協議を進めてまいります。 

測量調査につきましても、実地測量を終えて、高

低差など、成果データをもとに、今後基本・実施設

計に活用してまいります。 

新庁舎建設に係る進捗状況につきましては、以上

のとおりでございます。 

○立崎聡一委員長 ただいまの説明で、質疑等ござ

いますでしょうか。 

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なきようですので、この件につきましてはよろし

いでしょうか。 

よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

これをもちまして、総務経済委員会を終了いたし

ます。 

御苦労さまでした。 

午後１時06分閉会 


